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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブロー成形される容器を製造するために設けられた熱可塑性材料から成るパリソンを殺
菌する方法において、
　前記パリソン（１）をブローステーション（３）に挿入した後にプラズマを使用して殺
菌を行うこと、その際、プラズマを前記パリソン（１）の外側に設けられたプラズマ発生
器（４２）で発生させて前記パリソン（１）内へ導入することを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記パリソン（１）の内表面を殺菌することを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　周囲圧でプラズマ処理を実施することを特徴とする、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　プラズマを延伸棒（１１）を通じて前記パリソン（１）内へ導入することを特徴とする
、請求項１から３までのいずれか一つに記載の方法。
【請求項５】
　前記延伸棒（１１）を前記パリソン（１）に挿入している間にプラズマを前記パリソン
（１）の内壁方向に前記延伸棒（１１）から排流させることを特徴とする、請求項４に記
載の方法。
【請求項６】
　前記延伸棒（１１）の、前記パリソン（１）内へ突出している端部の領域において、プ
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ラズマを前記延伸棒（１１）から排流させることを特徴とする、請求項４又は５に記載の
方法。
【請求項７】
　プラズマを前記延伸棒（１１）の排流ノズル（４５）から流出させ、前記排流ノズル（
４５）を少なくとも部分的にスリット状に形成させることを特徴とする、請求項１から６
までのいずれか一つに記載の方法。
【請求項８】
　プラズマを発生させるプラズマ発生器（４２）を、前記ブローステーション（３）とと
もにブローホイール（２５）によって周回運動で搬送させることを特徴とする、請求項１
から７までのいずれか一つに記載の方法。
【請求項９】
　熱可塑性のパリソンを容器に成形するために担持構造物上に配置される少なくとも１つ
のブローステーションを有する、容器をブロー成形するための装置において、
　前記装置の回転するホイールの少なくとも１つの構成要素が少なくとも１つのプラズマ
発生器（４２）と連結されていること、及び、
　前記プラズマ発生器（４２）が流動経路を介してブローステーション（３）の内部空間
（４１）と連結されていることを特徴とする装置。
【請求項１０】
　前記プラズマ発生器（４２）が流動経路を介して延伸棒（１１）の内部空間（４１）と
連結されていることを特徴とする、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記プラズマ発生器（４２）がプラズマジェットとして形成されていることを特徴とす
る、請求項９または１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記延伸棒（１１）がプラズマ用の少なくとも１つの排流ノズル（４５）を有している
ことを特徴とする、請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
　前記排流ノズル（４５）が少なくとも部分的にスリット状に構成されていることを特徴
とする、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記プラズマ発生器（４２）も前記ブローステーション（３）も回転可能なブローホイ
ール（２５）上に配置されていることを特徴とする、請求項９から１３までのいずれか一
つに記載の装置。
【請求項１５】
　前記ブローステーション（３）が、前記パリソン（１）に対し空間的に間隔をもってプ
ラズマを発生させる少なくとも１つのプラズマ発生器（４２）と結合され、該プラズマ発
生器（４２）が少なくとも１つの流動経路を介して前記ブローステーション（３）の内部
空間と連結されていることを特徴とする、請求項９から１４までのいずれか一つに記載の
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ブロー成形される容器を製造するために設けられた熱可塑性材料から成るパ
リソンを殺菌する方法に関するものである。
　本発明は、さらに、熱可塑性のパリソンを容器に成形するために担持構造物上に配置さ
れる少なくとも１つのブローステーションを有する、少なくとも部分的に無菌の容器をブ
ロー成形するための装置にも関わる。
【背景技術】
【０００２】
　ブロー成形される無菌の容器の製造は、典型的には、容器をブロー成形した後にして充
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填を行う前に、過酸化水素または他の化学物質を使用して殺菌するように行われる。また
、初期生産物として使用されるパリソンを容器のブロー成形時に殺菌すること、特にこの
パリソンの内表面領域を殺菌することもすでに知られている。
【０００３】
　さらに、容器のコーティングを実施する際にプラズマを使用して殺菌効果を生じさせる
こともすでに知られている。しかしながら、容器壁領域で通常設けられる輪郭のために、
この種の殺菌ではいわゆるムラが発生して信頼性のある殺菌を損なわせる。
【０００４】
　特許文献１には、プラズマを使用して殺菌を行うようにしたパリソン殺菌装置が記載さ
れている。殺菌装置は、パリソンの供給装置からブローホイールまで延在しているパリソ
ンの搬送経路に沿って配置されている。
【０００５】
　ブロー圧を作用させて容器を成型する場合、熱可塑性材料から成るパリソン、たとえば
ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタラート）から成るパリソンは、ブロー成形機の内部で種々
の加工ステーションに供給される。典型的には、この種のブロー成形機は加熱装置とブロ
ー装置とを有し、該加熱装置およびブロー装置の領域で、前もって温度調整されたパリン
が双軸配向により膨張せしめられて容器が形成される。膨張は、膨張させるパリソン内に
導入される加圧空気を用いて行う。パリソンをこのように膨張させる際の方法技術的経過
に関しては特許文献２に説明されている。
【０００６】
　容器成形用のブローステーションの基本構成は特許文献３に記載されている。パリソン
を温度調整するための可能な実施態様は特許文献４に説明されている。
【０００７】
　パリソンとブロー成形された容器とは、ブロー成形装置内部で種々の操作装置を用いて
搬送される。特に、パリソンに嵌合する搬送心棒を使用するのが優れている。しかし、他
の搬送装置を用いてパリソンを操作することもできる。パリソンを操作するための把持や
っとこの使用、保持のためにパリソンの口領域に挿入可能な拡開心棒の使用も利用可能な
構造に属している。
【０００８】
　受け渡しホイールを使用した容器の操作は、たとえば特許文献５に、受け渡しホイール
をブローホイールと搬出区間との間に配置したものが記載されている。
【０００９】
　以上説明したパリソンの操作は、一方ではいわゆる２段階方式で行われ、すなわちまず
パリソンを射出成形法で製造し、次に中間蓄積し、その後に温度に関してコンディショニ
ングを行い、ブロー成形して容器を形成させる。他方、いわゆる１段階方式でも行われ、
すなわちパリソンを射出成形技術で製造し十分固化した直後に温度調整し、次にブロー成
形を行う。
【００１０】
　使用するブローステーションに関しては、種々の実施態様が知られている。回転する搬
送ホイール上に配置されているブローステーションの場合には、型担持体を本のように開
閉するようにしたものが多い。しかし、互いに相対的に閉鎖可能、または、他の方式で案
内される型担持体を使用することも可能である。容器成形のために複数のキャビティを受
容するのに特に適した位置固定のブローステーションの場合には、典型的には、互いに平
行に配置されるプレートを型担持体として使用する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】国際公開第２００９／０２６８６９号パンフレット
【特許文献２】独国特許出願公開第４３４０２９１号明細書
【特許文献３】独国特許出願公開第４２１２５８３号明細書
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【特許文献４】独国特許出願公開第２３５２９２６号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明の課題は、冒頭で述べた種類の方法を、確実な殺菌を簡単に実施できるように改
善することである。
【００１３】
　本発明の他の課題は、冒頭で述べた種類の装置において、わずかなコストで効果的な殺
菌を実施可能であるように構成することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、上記課題を解決するため、方法においては、パリソンをブローステーション
に挿入した後にプラズマを使用して殺菌を行い、プラズマをパリソンの外側で発生させて
パリソン内へ導入することを特徴とするものである。
【００１５】
　また、装置おいては、ブローステーションが、パリソンに対し空間的に間隔をもってプ
ラズマを発生させる少なくとも１つのプラズマ発生器と結合され、プラズマ発生器が少な
くとも１つの流動経路を介してブローステーションの内部空間と連結されているているこ
とを特徴とするものである。
【００１６】
　プラズマを使用することによりブローステーション内部でパリソンを殺菌することによ
り、ブロー成形される容器の製造の際に確実で効果的な殺菌の点で立てられるすべての要
求が最適に解決される。
【００１７】
　これとは択一的に、プラズマ発生器を受け渡しホイールまたは搬送ホイールの領域に配
置してここでパリソンを内側からおよび／または外側から殺菌することも考えられる。こ
れは、ブローホイールの領域にプラズマ発生器を配置することに代えて、或いは、補完し
て行われる。
【００１８】
　ブロー成形した容器を殺菌するものに比べて、パリソンの場合、殺菌するべき表面積が
著しく減少する。加熱区域または搬送経路に沿ってパリソンを殺菌するものに比べて、付
加的な構成ユニットを設けずに済む。殺菌のためにプラズマを使用することで、ブロー成
形された容器内での殺菌剤の残滓の発生が回避される。
【００１９】
　ブローステーションの内部でパリソンを殺菌することにより、加熱区域でパリソンを殺
菌するものに比べて、再汚染のリスクが回避されるとともに、殺菌すべき表面積が少なく
なるという利点が得られる。このように、パリソンから容器をブロー成形する方法過程内
で、ブロー工程によって表面積が拡大する以前の時間的に最後の可能な瞬間にパリソンの
殺菌が行われる。
【００２０】
　本発明による方法および本発明による装置構造は、極めてコンパクトな構成と、殺菌の
低コストな実施を可能にするとともに、殺菌の非常に高い信頼性と、付加的なプロセス時
間の十分な回避とを可能にする。
【００２１】
　典型的な実施態様によれば、パリソンの内表面を殺菌することが考えられる。
【００２２】
　プラズマを低コストに発生させるため、周囲圧でプラズマ処理を実施する。
【００２３】
　コンパクトな構造提供するには、特に、プラズマを延伸棒を通じてパリソン内へ導入す
ることが貢献する。
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【００２４】
　殺菌を実施するための付加的なプロセス時間の回避または減少のため、特に、延伸棒を
パリソンに挿入している間にプラズマをパリソンの内壁方向に延伸棒から排流させること
が考えられる。
【００２５】
　殺菌工程の効果的な実施は、延伸棒の、パリソン内へ突出している端部の領域において
、プラズマを延伸棒から排流させることによって可能になる。
【００２６】
　周方向において完全な殺菌を行うため、プラズマを延伸棒の排流ノズルから流出させ、
排流ノズルを少なくとも部分的にスリット状に形成させる。
【００２７】
　高出力機に対しては、プラズマを発生させるプラズマ発生器を、ブローステーションと
ともにブローホイールによって周回運動で搬送させるのが合目的であることが明らかにな
った。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
　図面には、本発明のいくつかの実施形態が図示されている。
【図１】パリソンから容器を製造するためのブローステーションの斜視図である。
【図２】パリソンを延伸し膨張させるためのブロー成形型の縦断面図である。
【図３】容器をブロー成形するための装置の基本構成を説明する概略図である。
【図４】加熱容量を拡大させた加熱区間の変形実施形態を示す図である。
【図５】周囲圧プラズマを供給するために中空の延伸棒を挿入したパリソンの縦断面図で
ある。
【図６】図５の切断線ＶＩによる延伸棒の水平断面図である。
【図７】図５の切断線ＶＩＩによる延伸棒の水平断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　プラズマを使用してパリソン（１）を殺菌する装置の詳細な構成を説明する前に、およ
び、この殺菌装置をブロー成形機に実際に組み込む態様を説明する前に、まずブロー成形
機の基本構成を説明する。
【００３０】
　パリソン（１）を容器（２）に成形するための装置の基本構成は図１および図２に図示
されている。
【００３１】
　容器（２）を成形する装置は、実質的に、パリソン（１）を挿入可能なブロー成形型（
４）を備えたブローステーション（３）から成っている。パリソン（１）はポリエチレン
テレフタラートから成る射出成形品であってよい。ブロー成形型（４）内へのパリソン（
１）の挿入を可能にし、且つ完成した容器（２）の取り出しを可能にするため、ブロー成
形型（４）は、型半部分（５，６）と、昇降装置（８）によって位置決め可能な底部部分
（７）とから成っている。パリソン（１）はブローステーション（３）の領域で搬送心棒
（９）によって保持されていてよく、搬送心棒（９）はパリソン（１）とともに装置内部
の複数の処理ステーションを通過する。しかし、パリソン（１）をたとえばやっとこ部材
または他の操作手段を介してダイレクトにブロー成形型（４）に挿入してもよい。
【００３２】
　加圧空気の供給を可能にするため、搬送心棒（９）の下方には接続ピストン（１０）が
配置され、接続ピストン（１０）はパリソン（１）に加圧空気を供給し、同時に搬送心棒
（９）に対する密封をも行う。しかし変形構造では、基本的には、位置固定の加圧空気供
給管を使用してもよい。
【００３３】
　パリソン（１）の延伸は、シリンダ（１２によって位置決めされる延伸棒（１１）を用
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いて行う。しかし、基本的には、ピックアップローラの作用を受けるカムセグメントを介
しての延伸棒（１１）の機械的位置決めを行うことも考えられる。カムセグメントの使用
は、特に、複数のブローステーションが１つの回転ブローホイール上に配置されている場
合に合目的である。複数のシリンダ（１２）の使用は、位置固定して配置されるブロース
テーション（３）が設けられている場合に合目的である。
【００３４】
　図１に図示した実施形態では、延伸システムは、２つのシリンダ（１２）のタンデム配
置が可能であるように構成されている。１次シリンダ（１３）により、本来の延伸工程を
開始する前に、まず延伸棒（１１）をパリソン（１）の底部（１４）の領域まで移動させ
る。本来の延伸工程を実施している間に、延伸棒を走出させた１次シリンダ（１３）を、
該１次シリンダ（１３）を担持しているスライダ（１５）とともに、２次シリンダ（１６
）により、或いは、カム制御部を介して、位置決めする。特に、延伸工程を実施している
間にカム軌道部に沿って滑動するガイドローラ（１７）によって現在の延伸位置が設定さ
れるように２次シリンダ（１６）をカム制御して使用することが考えられる。ガイドロー
ラ（１７）は２次シリンダ（１６）によって案内軌道部に対し押しつけられる。スライダ
（１５）は２つの案内要素（１８）に沿って滑動する。
【００３５】
　担持体（１９，２０）の領域に配置されている型半部分（５，６）を閉じた後、ロック
装置（４０）を用いて担持体（１９，２０）を互いに相対的にロックする。
【００３６】
　パリソン（１）の口部分（２１）の種々の形状に適合させるため、図２によれば、ブロ
ー成形型（４）の領域で別個のスクリューインサート（２２）を使用する。
【００３７】
　図２は、ブロー成形した容器（２）に加えて、破線でパリソン（１）を示し、成長段階
にある容器ブロー（２３）をも示している。
【００３８】
　図３は、加熱区間（２４）と回転ブローホイール（２５）とを備えたブロー成形機の基
本構成を示している。パリソン（１）は、パリソン装入部（２６）を起点として、受け渡
しホイール（２７，２８，２９）によって加熱区間（２４）の領域へ搬送される。パリソ
ン（１）を温度調整するため、加熱区間（２４）に沿って放射加熱器（３０）と送風機（
３１）とが配置されている。パリソン（１）は、十分に温度調整した後、ブローステーシ
ョン（３）を配置したブローホイール（２５）へ受け渡される。ブロー成形を終了した容
器（２）は他の受け渡しホイールによって搬出区間（３２）に供給される。
【００３９】
　容器（２）の内部に充填される食料品、特に飲料水の長期保存を保証する材料特性を容
器（２）が有するようにパリソン（１）を容器（２）へ成形するには、パリソン（１）の
加熱時および配向時に特殊な方法ステップを厳守しなければならない。さらに、特別なサ
イズ規定を厳守することによって有利な作用を得ることができる。
【００４０】
　熱可塑性材料として種々のプラスチックを使用できる。たとえばＰＥＴ，ＰＥＮまたは
ＰＰを使用できる。
【００４１】
　配向工程を実施している間のパリソン（１）の膨張は、加圧空気の供給によって行う。
加圧空気の供給は、ガス（たとえば圧縮空気）を低圧力レベルで供給する予ブロー段階と
、これに続いて実施される、ガスをより高圧力レベルで供給する主ブロー段階とに分けら
れる。予ブロー段階を実施している間、典型的には、１０バールないし２５バールのイン
ターバルの圧力を持った加圧空気を使用し、主ブロー段階を実施している間は、２５バー
ルないし４０バールのインターバルの圧力を持った加圧空気を供給する。
【００４２】
　同様に図３から認められるように、図示した実施形態では、加熱区間（２４）は多数の
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周回する搬送要素（３３）から形成され、これらの搬送要素（３３）は互いにチェーン状
に並べられて転向ホイール（３）に沿って案内されている。特に、チェーン状の配置はほ
ぼ長方形の基本輪郭を張ることが想定されている。図示した実施形態では、加熱区間（２
４）の、受け渡しホイール（２９）および装入ホイール（３５）側の拡がり部に、比較的
大きなサイズの１つの転向ホイール（３４）が使用され、これに隣接している転向部の領
域では２つの比較的小サイズの転向ホイール（３６）が使用されている。しかし、基本的
には任意の他のガイドも考えられる。
【００４３】
　受け渡しホイール（２９）および装入ホイール（３５）を互いに可能な限り密に配置す
るには、このような配置が特に合目的であることが明らかになった。というのは、加熱区
間（２４）の対応する拡がり部に３つの転向ホイール（３４，３６）が位置決めされ、す
なわち加熱区間（２４）の直線延在部への移行領域により小さな転向ホイール（３６）が
配置され、受け渡しホイール（２９）および装入ホイール（３５）へダイレクトに受け渡
す領域により大きな転向ホイール（３４）が配置されているからである。チェーン状の搬
送要素（３３）を使用する代わりに、たとえば回転する加熱ホイールを使用することも可
能である。
【００４４】
　容器（２）のブロー成形が完了した後、容器（２）を取り出しホイール（３７）によっ
てブローステーション（３）の領域から取り出して、受け渡しホイール（２８）と搬出ホ
イール（３８）とを介して搬出区間（３２）へ搬出する。
【００４５】
　図４に図示した加熱区間（２４）の変形実施形態では、より多数の放射加熱器（３０）
を設けることにより、単位時間当たりより多数のパリソン（１）を温度調整することがで
きる。この変形実施形態では、送風機（３１）は冷却空気を冷却空気通路（３９）内へ導
入させ、冷却空気通路（３９）は付設の放射加熱器（３０）にそれぞれ対向配置され、排
流穴を介して冷却空気を放出する。排流方向を選定することにより、冷却空気の流動方向
はほぼパリソン（１）の搬送方向に対し横方向に実現される。冷却空気通路（３９）は、
放射加熱器（３０）に対向している表面の領域に、加熱放射線のためのリフレクタを有し
ていてよく、また、放出された冷却空気を介して放射加熱器（３０）の冷却を実現しても
よい。
【００４６】
　図５はパリソン（１）の縦断面図であり、パリソン（１）には延伸棒（１１）が挿入さ
れ、延伸棒（１１）は少なくとも部分的に中空に形成されて、内部空間（４１）を有して
いる。内部空間（４１）はプラズマ発生器（４２）と結合され、プラズマ発生器（４２）
は典型的にはプラズマジェットとして形成されている。プラズマ発生器（４２）は、少な
くともほぼ周囲圧に対応する圧力で、よってほぼ１バールの圧力で、電気放電工程によっ
てガス状プラズマを発生させる。典型的には、電気放電を使用して、周囲から取り込んだ
空気をイオン化する。しかし、基本的には特殊なプロセスガスを供給すること、或いは、
この種のプロセスガスを周囲空気と混合させることも考えられる。
【００４７】
　図５の実施形態では、プラズマ発生器（４２）は、パリソン（１）に挿入可能なドーム
部材（４３）とは逆の側にある、延伸棒（１１）の一端と結合されている。延伸棒（１１
）の内部空間（４１）とプラズマ発生器（４２）との間の接続経路は、弁（４４）によっ
て遮断可能であってよい。弁（４４）が閉じると、特にパリソン（１）または容器（２）
からプラズマ発生器（４２）方向へのブローガスの流動が阻止される。
【００４８】
　延伸棒（１１）は１つまたは複数の排流ノズル（４５）を有し、該排流ノズルからプラ
ズマがパリソン（１）の内壁方向へ流出する。パリソン（１）の内壁にプラズマを作用さ
せることにより、殺菌或いは少なくともかなりの滅菌が行われる。殺菌工程は、典型的に
は、延伸棒（１１）を内部空間（４１）内に挿入して実施する。これによって付加的なプ



(8) JP 5696235 B2 2015.4.8

10

20

30

40

ロセス時間が最少化され、或いは、回避される。
【００４９】
　延伸棒（１１）の送りは、典型的には、パリソン（１）の内表面の各領域に対するプラ
ズマの作用時間がほぼ５ミリ秒であることが保証されるように行なう。これにより、排流
ノズル（４５）のサイズに依存して全体で５０－１５０ミリ秒の殺菌時間が生じる。殺菌
工程を実施する際のパリソン（１）内への延伸棒（１１）の挿入速度は、ほぼ０．１ない
し２．０ｍ／ｓｅｃである。有利には、１．０ないし２．０ｍ／ｓｅｃの範囲の速度が考
えられる。
【００５０】
　殺菌工程を実施する際の排流ノズル（４５）とパリソン（１）の内壁との間隔は、ほぼ
１．０ないし２０ｍｍである。この間隔は、形成されるプラズマ炎がプラズマの流動速度
に依存してパリソン（１）の内表面に到達できるように選定する。
【００５１】
　図６および図７は、排流ノズル（４５）の領域で切断した延伸棒（１１）の水平断面図
である。これから認められるように、排流ノズル（４５）は１つまたは複数のスリット（
４６）から成っている。特に、延伸棒（１１）の長手方向に少なくとも２列のスリット（
４６）を互いに上下に配置することが考えられる。なお図６および図７は、各列が２つの
スリット（４６）から成り、これらのスリットが周方向においてそれぞれ細条部によって
互いに分離されている実施形態を示している。このような構造は必要な機械的強度を提供
するとともに、延伸棒（１１）の周領域全体に沿ってプラズマを延伸棒（１１）の内部空
間（４１）から流出させる用を成している。
【００５２】
　典型的な実施形態によれば、ブローステーション（３）もプラズマ発生器（４２）も１
つの回転ブローホイール（４５）上に配置されている。プラズマ発生器（４２）は周囲圧
のときに作動し、イオン化するガスとして空気を使用するので、プラズマ発生器（４２）
には電気エネルギーのみを供給すればよい。電気エネルギーは簡単にブローホイール（４
５）に供給されるので、付加的な供給接続部材を必要としない。
【００５３】
　典型的な方法過程によれば、パリソン（１）をブローステーション（３）に挿入し、型
半部分（５，６）を閉じる前、閉じている間、または閉じた後に、延伸棒（１１）をパリ
ソン（１）の内部空間（４１）内へ挿入する。延伸棒（１１）を挿入している間にプラズ
マ発生器（４２）は必要なプラズマを発生させ、プラズマは殺菌工程を実施するために排
流ノズル（４５）から流出する。
【００５４】
　殺菌工程が終了し、少なくともそれまでにブローステーション（３）を閉じた後、ブロ
ーガスの供給を行ってパリソン（１）を容器（２）に成形する。
【００５５】
　このように、プラズマ発生器（４２）および中空に形成される延伸棒（１１）以外は、
殺菌工程を実施するために更なる構成要素を必要としない。このような構成原理は、もし
殺菌装置が特別な適用例に必要であれば、特に必要なときだけ標準的なブロー成形機に殺
菌装置を装備するという点で好ましい。
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